
株式会社 ひとはな  デイサービスセンター 陽と花 いずみ 
地域密着型通所介護、第１号通所事業（横浜市通所介護相当サービス） 重要事項説明書 
 

１ 事業所の概要 

運営法人 株式会社ひとはな                   ※運営法人の概要 重要事項説明書① 

名 称 デイサービスセンター 陽と花 いずみ 介護保険指定番号 １４９３６００４６２ 

所在地 横浜市泉区和泉町 7315番地 11エムハイツひなた山 1階 管理者 武田 久美子 

 

 

 

 

電話番号 ０４５－３０４－１０８７ ＦＡＸ番号 045-304-1088 

サービス 

提供地域 

⓵泉区一部 ②瀬谷区一部 １日の利用定員 １８名 

【泉区】池の谷、和泉が丘 1～3丁目、和泉中央北 1～6丁目、和泉中央南 1～5丁目、和泉町 2200～3399

番地及び 4700～7999番地、岡津町、桂坂、上飯田町、白百合 1～3丁目、新橋町、中田北 1～3 丁目、中

田町、中田西 1～4 丁目、中田東 2～4丁目、中田南 2～4丁目、西が岡 1～3 丁目、弥生台、領家 1～4 丁

目、緑園 1～4丁目及び 6丁目 

【瀬谷区】阿久和西１～4丁目、阿久和東１～4丁目、阿久和南１～4丁目、北新、下瀬谷 1～3丁目、瀬

谷１～6丁目、橋戸 1～3丁目、南瀬谷 1丁目・2丁目、南台 1丁目・2丁目、宮沢 1～4丁目 

２ 事業所の職員体制 

職 種 従事するサービス内容 職員数 1単位目 職員数 2単位目 

管理者 管理者は、業務の管理を一元的に行います。 常勤１名 

生活相談員 

ご利用者・家族からの相談に応じ適切な助言を行います。ほか

の従事者と相談し地域密着型通所介護計画書の作成等を行い

ます。 

２名以上 

（常勤１名以上 

非常勤１名以上） 

２名以上 

（常勤１名以上 

非常勤１名以上） 

看護職員 
看護職員は、健康管理の業務を行い、口腔機能向上のための訓

練を行います。 

２名以上（非常勤

２名以上） 

２名以上（非常勤

２名以上） 

機能訓練指導

員 

日常生活を営むのに必要な機能の減退を予防するための訓練

を行います。 

２名以上（非常勤

２名以上） 

２名以上（非常勤

２名以上） 

介護職員 入浴・排せつ・食事等の日常生活上必要な介護を行います。 

６名以上 

常勤１名以上 

非常勤５名以上 

６名以上 

常勤１名以上 

非常勤５名以上 

 

３ 事業所の設備の概要 

名   称 数 名   称 数 名   称 数 

機能訓練室 １室 事務室 １室 静養室（電動ベッド１台） １室 

トイレ ２室 浴室 １室 送迎車（リフト車含む） ６台 

脱衣室 ２室 相談室 １室  

 

４ 業務日及び業務時間 

【1単位目】 

サービス営業日・提供

日 

月曜日～土曜日（祝日は営業します） ※12月 29日～1月 3日は休業となります。 

サービス営業時間 8時 15分～17時 15分 サービス提供時間 9時 20分～12時 20分 

 

【2単位目】 

サービス営業日・提供

日 

月曜日～土曜日（祝日は営業します） ※12月 29日～1月 3日は休業となります。 

サービス営業時間 8時 15分～17時 15分 サービス提供時間 13時 40分～16時 40分 



５ 会社方針 

（１）迅速、丁寧、情報力のある対応（２）確かな背景把握による提案（３）尊敬、謙虚の心（４）憧れのある仕事を 

 

６ 当事業所における運営方針 

（１）事業所は、要介護状態となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、そ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能

の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生

活上の世話及び支援、機能訓練等の介護その他必要な援助を行います。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利

用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。 

（２）事業所は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、事業の実施

に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援

事業者、介護予防支援事業者、他の居宅サービス事業者、他の地域密着型サービス事業者、他の介護予防サービス事

業者、他の介護予防地域密着型サービス事業者その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的

な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの

提供に努めます。 

（３）事業所のサービス提供に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。 

 

７ サービス内容 

（１） 日常生活上の世話  （２） 入浴  （３） 機能訓練 （４） レクリエーション                    

（５） 健康チェック    （６） 送迎  （７） 相談   （８）家族指導 

 

８ サービスの利用方法 

（１） サービス利用の開始 

  まずは、お電話等でお申し込みください。当事業所の職員がお伺いし介護保険事業、横浜市介護予防・日常生活支援総

合事業を利用するにあたり必要な援助を致します。 

 

９ 契約の終了 

（１）ご利用者の都合でサービス利用契約を終了するとき  ・サービスを終了する 1週間前までにご連絡ください。 

（２）事業所の都合でサービスを終了するとき      ・終了 1か月前までに文書で通知します。 

  ※ 特段の事情で直ちに解約する場合がございます（詳細は契約書に記載） 

（３）この契約が自動的に終了するとき  

  ・ご利用者が介護保険施設への入所やグループホーム、小規模多機能等、サービス変更により代替えのあるサービスを

利用されたとき 

  ・ ご利用者が病気や医療機関に入院し、明らかに１か月以内に退院できる見込みがない場合または入院後１ケ月以上

にわたりサービスが利用できない状態であることが明らかになったとき 

  ・ ご利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合 

  ・ ご利用者の居場所がわからず、連絡が取れなくなった場合     

・ ご利用者が死亡したとき 

 ・ 地震その他天災等により施設運営再開ができないとき 

  ・ 当事業所が、やむを得ない事由により当事業所を譲渡・閉鎖した場合、またはサービスの提供が不能になったとき 

  ・ 当事業所が指定を取り消されたとき 

  ・ 住民票に登録されている住所が横浜市内で無くなったとき 

 

 

 



１０ デイサービスセンター 陽と花 いずみが提供するサービスと利用料金  ※ 別添え料金表に記載 

利用料の額は厚生労働大臣又は横浜市長が定める基準によるもので介護保険負担割合証で定められた割合のとおり。 

 

１１ デイサービスセンター 陽と花 いずみの特徴・留意事項 

（１）半日型で入浴のできる地域密着型通所介護です。 

（２） サービス利用に当たっての留意事項 

【送迎等】ご自宅到着前ご連絡をさせて頂きます。詳細な時間につきましてはできる限り考慮させて頂きますが事業所で

決めさせていただきます。道路事情により、送迎時間が多少前後することがございますのでご了承ください。 

【服装等】動きやすい服装でご参加ください。お着替え他、必要に応じて紙おむつなどはご持参ください。紙おむつについ

て、ご持参を忘れた場合には、事業所にて実費相当の費用が掛かります。また、当事業所は靴のはき替えにご協力いた

だいておりますので、上履き（かかとのある物）をご持参下さい。 

【健康管理】活動の開始及び終了時には健康チェックをいたします。食前後の飲み薬・点眼薬及び発赤・皮膚疾患等に使用

する塗布剤・カーゼなどを持参くだされば可能な範囲でお手伝いします。また、日常生活上での体調の変化や受診等に

よる身体状況があった場合等、速やかに申し出てください。身体状況や他のご利用者への影響が考えられる場合、ご利

用の中止・入浴の中止をさせて頂く場合がございます。 

  【金銭】多額のお金や貴重品のご持参はご遠慮ください。万一、紛失等が発生しても責任は負いかねます。 

【喫煙】防災の及び受動喫煙防止のため、屋外所定場所にてお願いいたします。 

   【その他】広報活動等に活動中の写真を使用するときがありますので、不都合がある場合は予めお申し出ください。 

 

１２ 肖像権の同意について 

（１）「デイサービスセンター 陽と花 いずみの便り」等に、ご利用中のレクレーション風景を撮る場合がございます。

顔写真等の撮影や便り等への掲載同意についてお伺いします。 

 

（２）同意します。 （はい いいえ）   ご利用者署名                         

 

１３ 事故発生時の対応 

（１）当事業所は、事業の提供により事故が発生したときは、速やかに主治医に連絡し適切な措置を講ずるとともに、管理

者の指示に従い、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅サービス計画作成事業者または介護予防サービ

ス支援計画作成事業者、介護予防ケアマネジメント作成事業者等に報告を行うものとします。また、事故の状況や事

故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講ずるもの

とします。 

 

１４ 緊急時の対応  

（１）地域密着型通所介護、第１号通所事業（横浜市通所介護相当サービス）の提供を行っているときにご利用者の健康状

態が急変したとき、その他必要なときには、あらかじめお伺いした連絡先へ可能な限り速やかに連絡するとともに、

医師への連絡等必要な措置を講じます。 

（２）緊急時の受診や入院手続きが必要な場合、可能な限り速やかにご家族・代理人・他のご本人関係者が立ち会うことと

します。  

（３）事業所は、身元引受人及び入院等手続きの代行は行えません。ご利用者・ご家族・代理人・その他 緊急連絡先の 

変更がある場合は速やかに事業所にご連絡下さい。 

 

 

 

 

 



緊急時連絡先（ご家族・代理人・その他、関係者） 

住  所：                        氏 名：               （続柄   ） 

連絡先：                                             携帯電話：                   

緊急時医療機関連絡先 

病院名：                         医師名：                     

連絡先：                                                

 

１５ 賠償責任 

（１）当事業所は、サービスの提供にともなって、当事業所の法的根拠のある責めに帰すべき事由によりご利用者の生命・

身体・財産に損害を及ぼしたときは、ご利用者に対してその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とし

ます。但し、ご利用者に故意・過失が認められる場合には、この限りではありません。 

（２）ご利用者等は、サービスの利用にともなって、ご利用者等利用者の責めに帰すべき事由により、他のご利用者の生

命・身体・財産に損害を及ぼしたとき、当事業所の運営・財産等に損害を及ぼしたとき、同職員の生命・身体・財産

に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償することとします。 

 

１６ 守秘義務 

（１）地域密着型通所介護、第１号通所事業（横浜市通所介護相当サービス）を提供する上で知り得たご利用者等に関する

事項を正当な理由なく第三者に漏らしません。本契約終了後も同様です。 

（２）ご利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には医療機関に、心身等の情報を提供できるものとします。 

（３）あらかじめ文書によりご利用者等の同意を得た場合は、ご利用者に関わる居宅介護支援事業者、予防支援事業所、横

浜市介護予防・日常生活支援総合事業者等、ご利用者にサービスを提供する事業者との連絡調整、その他必要な範囲

内及びサービス担当者会議等において、ご利用者の個人情報を用いることができるものとします。 

 

１７ 虐待の防止 

（１）事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じま 

す。 

虐待防止に関する担当者 (管理者 武田 久美子) 

（２）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

（３）虐待防止のための指針の整備をしています。 

（４）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

 

１８ 身体拘束等の禁止 

（１）事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合 

を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行いません。 

（２）事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の身体の状況並びに緊急やむを 

得ない利用その他の必要な事項を記録します。 

 

１９ 衛生管理等 

（１）当事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装 置等を活用して行うことが

できるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。  

（２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

（３）事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施しています。 



２０ 業務継続計画の策定等  

（１）当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という）を策定し、当該業務継続計画に従い、

必要な措置を講じます。  

（２）当事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施いたしま 

す。 

（３） 当事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

２１ サービス内容に関する相談・苦情 

（１）相談・苦情対応 〇当事業所のサービスに関する相談や苦情については生活相談員の他、次の窓口で対応いたします。 

連絡先 （TEL）０４５－３０４－１０８７ （FAX）０４５－３０４－１０８８  受付担当者：武田 久美子 

対応時間 月曜日～金曜日 午前８時１５分～午後５時１５分 ※土曜日・日曜・１２月２９日～１月３日は休業で

す。 

その他 
相談・苦情については、担当者及び管理者が対応します。不在の場合でも対応した者が、担当者等に引き

継ぎます。 

（２）法人お客様相談室 

連 絡 先 
(TEL) ０１２０－９４０－２２１ (FAX) ０４５－４５３－８７８７ 

(郵送) 横浜市瀬谷区阿久和西 3‐3‐4 神谷ビル 1 階 株式会社ひとはな 法人お客様相談室 宛 

受付担当

者 

法人お客様相談室係 

対応時間 月～金曜日の午前８時４５分～午後５時４５分※祝日及び年末年始（１２/２９～１/３）は休業です。 

その他 
担当者が不在の時は折り返しのお電話でのご対応、基本的な事項については他のスタッフにて賜り、担当

者への引き継ぎを行います。 

 

（３）公的機関においても苦情申出等ができます。  

〇行政機関（土・日・祝日、年末年始（１２／２９～１／３）はお休み） 

横浜市 

泉区役所 

連絡先 泉区高齢・障害支援課 電話（８００）２４３６ FAX（８００）２５１３ 

対応時間 月曜日から金曜日 午前８時４５分～午後５時１５分 

横浜市 

瀬谷区役所 

連絡先 瀬谷区高齢・障害支援課 電話（３６７）５７１４ FAX（３６４）２３４６ 

対応時間 月曜日から金曜日 午前８時４５分～午後５時１５分 

横浜市 
連絡先 介護事業指導課 電話（６７１）２３５６ FAX（６８１）７７８９ 

対応時間 月曜日から金曜日 午前８時４５分～午後５時１５分 

〇神奈川県国民健康保険団体連合会（介護苦情相談係）※土、日・祝日、年末年始（１２/２９～１/３）はお休みです。 

連絡先 電話 ０４５－３２９－３４４７ 

対応時間 月曜日から金曜日の午前８時３０分～午後５時１５分 

 

１８ その他運営に関する重要事項 

（１）当事業所は、従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備しま

す。 

   ① 採用時研修 採用後１カ月以内   ② 継続研修  年４回 

（２）従業者に身分を証明する書類を携行させ、利用者又はその家族から求められたときは、これを提示するものとしま

す。 

（３）当事業所は、サービスに関するに記録を整備し、完結の日から５年間保存します。 



（４）市町村、並びに国民健康保険団体連合会（以下、「市町村等」という）からの書類の提出の求めや質問・照会等に対

応し、その調査に協力するとともに、市町村等からの指導・助言に従って必要な改善を行う。また、市町村等から求

められた場合には、その改善の内容を市町村等に報告します。 

（５）非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての

責任者を定め、年 2回定期的に避難、救出その他、必要な訓練を行うものとします。 

（６）当事業所は、これからの福祉・医療を担う優秀な人材を育成するために、研修生、実習生、学生への教育の受け入れ

を行っております。 

（７）事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係

を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止

するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。  

（８）当事業所は第三者評価は未実施となっております。 

  

 

（説明確認欄） 

 

地域密着型通所介護、第１号通所事業（横浜市通所介護相当サービス）提供にあたり、ご利用者及びご家族に対して本

書面（別紙①②、2024.5月、2024年6月料金変更を含む）に基づき、重要事項について説明し文書を交付しました。 

 

西暦    年   月   日 

（説明者）事業所 横浜市泉区和泉町 7315番地 11 エムひなた山ハイツ 1階 

 

               名称 デイサービスセンター 陽と花 いずみ 説明者：               印 

  

 私は、説明者から本書面により説明者から地域密着型通所介護、第１号通所事業（横浜市通所介護相当サービス）につい

て、重要事項（別紙①②、2024.5月、2024年 6月料金変更を含む）の説明を受け、同意し交付を受けました。 

 

西暦    年  月  日  

 

 

 (ご利用者） 住 所：                                      

 

氏 名：                                   印  

 

 

（ご家族）  住 所：                                      

 

氏 名：                                   印 （続柄   ） 

 

（ご利用者代理人）※代理人を選任した場合 

 

住 所：                                                         

 

 氏 名：                                     印   

 

 

 

 



  重要事項説明書 ①  

運営法人の概要 
 

名称・法人種別 株式会社ひとはな 代表者名 代表取締役 小松 巧 

本社所在地 横浜市瀬谷区阿久和西3-3-4 神谷ビル1階 連絡先 ０４５-３６４-４５６７ 

実施事業の概要 

介護保険指定 居宅介護支援事業 事業所数 8 

介護保険指定 訪問介護事業 事業所数 ５ 

第１号訪問事業（横浜市訪問介護相当サービス） 事業所数 ５ 

（公的外サービス）人・花 生活サポート事業 事業所数 ５ 

指定居宅介護サービス事業 事業所数 ４ 

指定重度訪問介護サービス事業 事業所数 ４ 

介護保険指定 訪問看護事業 事業所数 2 

介護保険指定 （介護予防）訪問看護事業 事業所数 2 

医療保険 訪問看護事業 事業所数 2 

介護保険指定 地域密着型通所介護事業 事業所数 ３ 

第１号通所事業（横浜市通所介護相当サービス） 事業所数 ３ 

介護保険指定 福祉用具貸与事業 事業所数 １ 

介護保険指定（介護予防）福祉用具貸与事業 事業所数 １ 

介護保険指定 特定福祉用具販売事業 事業所数 １ 

介護保険指定 (介護予防)特定福祉用具販売事業 事業所数 １ 

住宅改修事業 事業所数 １ 

管理医療機器販売・貸与事業 事業所数 １ 

横浜市補装具業者 事業所数 １ 

買い物支援サービス H+plus 事業所数 １ 

NETSHOP事業 事業所数 １ 

事業種別数 23 合計52事業所 

 
 



株式会社ひとはな デイサービスセンター 陽と花 いずみ  料金表 

 

地域密着型通所介護費（要介護 1～要介護 5）2024 年 4 月 1 日付け 

地域密着型通所介護費（１回につき） 

所要時間 3 時間以上 4 時間未満 
単位数 

利用者負担額 

（１割） 

利用者負担額 

（２割） 

利用者負担額 

（３割） 

要介護１ 416  446  892  1,338  

要介護２ 478  513  1,025  1,538  

要介護３ 540  579  1,158  1,737  

要介護４ 600  644  1,287  1,930  

要介護５ 663  711  1,422  2,133  

加算 内容 単位数 
利用者負担額 

（１割） 

利用者負担額 

（２割） 

利用者負担額 

（３割） 

入浴介助加算（Ⅰ） 

（1 回ごと 選択制） 

通所介護利用中での入浴時に算定（見

守り的援助にて入浴を提供した場合） 
40  43  86  129  

入浴介助加算（Ⅱ） 

（1 回ごと 選択制） 

通所介護利用中での入浴時に算定（個

別の入浴計画に基づき入浴介助を提供

した場合） 

55  59  118  177  

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 

（1 回ごと 選択制） 

残存する身体機能を活用して生活機能

の維持・向上を図るための機能訓練 
56  60  120  180  

口腔機能向上加算（Ⅰ） 

（1 回ごと 選択制） 

※月に 2 回を限度 

口腔機能の低下やそのおそれのある方

に対し、要介護状態への重度化防止・改

善を目指したサービス提供  

150  161  322  483  

科学的介護推進体制加算 

（※月に 1 回） 

より効果的で質の高い介護サービスの

提供に向けて科学的介護の基盤となる

介護データベースの整備の体制がとら

れていること 

40  43  86  129  

減算 内容 単位数 
利用者負担額 

（１割） 

利用者負担額 

（２割） 

利用者負担額 

（３割） 

送迎減算 

（片道につき） 

送迎を行わない場合は、片道につ

き所定単位数から減算する 
-47  -51  -101  -151  

※１ 介護報酬総単位数＝基本サービス費＋各種加算減算 

※２ １単位未満の端数四捨五入 

※３ 負担割合は１割負担の場合：0.9、２割負担の場合：0.8、３割負担の場合：0.7 

 

【利用者負担算出方法】 

 地域単価×単位数＝○○円（１円未満切り捨て） 

 ○○円－（○○円×負担割合※４（１円未満切り捨て））＝△△円（利用者負担額） 

 ※実際の利用者負担額の算出は、１か月のサービス合計単位数により計算します。 
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第 1 号通所事業（要支援１～要支援２、事業対象者） 

横浜市通所介護相当サービス費（1 ヶ月につき） 

包括報酬 
単位 

利用者負担額 

（１割） 

利用者負担額 

（２割） 

利用者負担額 

（３割） 

通所型独自サービス１ 事業対象者、要支援 1 で週 1 回程度 

1,798 1,928 3,855 5,783 通所型独自サービス 

／２２ 
事業対象者、要支援 2 で週１回程度 

通所型独自 

サービス２ 
事業対象者、要支援 2 で週２回程度 3,621 3,822 7,764 11,646 

横浜市通所介護相当サービス費（1 日につき） 

日割り計算 
単位 

利用者負担額 

（１割） 

利用者負担額 

（２割） 

利用者負担額 

（３割） 

通所型独自サービスⅠ

日割 

事業対象者、要支援 1 で週 1 回程度 

日割り計算の場合（1 日あたり） 
59 64 127 190 

通所型独自サービス／

２２日割 

事業対象者、要支援 2 で週１回程度 

日割り計算の場合（1 日あたり） 

通所型独自サービス

２日割 

事業対象者、要支援 2 で週２回程度 

日割り計算の場合（1 日あたり） 
119 128 255 383 

加算 内容 単位 
利用者負担額 

（１割） 

利用者負担額 

（２割） 

利用者負担額 

（３割） 

科学的介護推進体制

加算 

（※月に 1 回） 

より効果的で質の高い介護サービスの

提供に向けて科学的介護の基盤とな

る介護データベースの整備の体制がと

られていること 

40 43 86 129 

口腔機能向上加算

（Ⅰ） 

（1 ヶ月ごと 選択制） 

口腔機能の低下やそのおそれのある方

に対し、要介護状態への重度化防止・

改善を目指したサービス提供。  

150 161 322 483 

 

 

処遇改善加算等 （要介護 1～要介護 5、要支援１～要支援２、事業対象者対象） 

項目（1 ヶ月につき）（区分支給限度基準額外） 

1 
（新）介護職員等処遇改善 

加算Ⅱ 

介護報酬総単位数（基本サービス費+各種加算減算）×サービス別加算率（9.0％）                        

（１単位未満の端数四捨五入）×1 単位の単価（10.72 円）（横浜市の地域単価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要事項説明書 ② 



運営規程で定められたその他の費用（介護保険外） 

項目 料金 内容 

１ おやつ代（飲み物含） １９８円（税込） 1 回あたりの料金 

※（２）については、おやつを召し上がらず嗜好に合

わせたお飲み物（1 杯）のみの場合の料金です。 

お水・緑茶のご提供は今まで通り無料となります。 
※

（２） 

おやつなしの 

飲み物代 
（１１０円/杯（税込）） 

３ 行事代 実費 
ご希望があった場合、書面にてご連絡させて頂きま

す。 

4 
介護に必要な物品 

（紙パンツ代） 
110 円/枚（税込） 

必要な方は当日持参してください。ない場合は左記

を徴収させて頂きます。 
5 

介護に必要な物品 

（パッド代） 
55 円/枚（税込） 

６ 
レクリエーション 

工作費用 
実費 

特別に使用する工作費用としてご希望があった場合

に書面にてご連絡させて頂きます。 

７ 交通費 無料 
通常の事業の実施地域を越えて行う地域密着型通

所介護等に要した交通費は徴収しません。 

８ キャンセル料 

① １９８円（おやつ代） 

サービス提供日の前営業日の午後 5 時 30 分まで

に事業所に連絡することにより料金を負担すること

なくサービス利用を中止することができます。サー

ビス提供日当日に利用中止を申し出たり連絡なくお

休みされた場合キャンセル料を頂きます。 

①、②につきましては、お申込みされている該当の

キャンセル料が発生いたします。 

② １１０円（おやつなしの飲み物代） 

 

通常のサービス提供を超える費用（ご利用者負担 10 割） 

項目 料金 内容 

介護保険外サービス 介護報酬告示上の額と同額 
区分限度額を超えてサービスを利用したい場合

など、介護保険枠外のサービス料金です。    
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